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議 長 
 
 

 
 
議 長 
 

 
議 長 
 
 

事務局長 
 
 
 

 
議 長 
 

 皆様、おはようございます。 

 本日は公私とも大変お忙しいところ総会にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 欠席の届出ですが、７番、伊藤祐樹委員から出ております。また、８番、茂木靖雄

委員からは少し遅れるという連絡をいただいておりますので、後ほど到着されること

と思います。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１３回大仙市農業委員会総会を

開催いたします。 

                                                    (午前９時 開会) 

 

 会長からご挨拶をいただきます。 

 

（会長挨拶） 
 

 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者

は２２名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総

会は成立していることをご報告申し上げます。 

 それでは、初めに、私から、前回５月１３日総会から本日までの主な業務報告を申

し上げます。お手元に配付しております第１３回総会までの業務報告書をご覧願いま

す。 

 初めに、５月１３日に、第１２回農業委員会総会を委員２１名、推進委員７名の出

席をいただき、大仙市史跡の里 せんぼく「さくまろ館」において開催しております。 

 ５月２８日には、令和３年度第１回県南地区農業委員会会長会総会が横手市役所条

里南庁舎において開催され、会長及び私が出席しております。 

 その他の業務につきましては、配付いたしました資料のとおりとなっておりますの

でご確認いただきたいと思います。 

 以上で、主な業務報告といたします。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 
 本日の会議を開催します。 

 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 
 
 異議なしと認め、５番、三浦功委員、６番、小松伸一委員の両名を議事録署名委員

に指名いたします。 

 

 それでは、議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題と

します。 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年６月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 議案第１号の案件１番を議題とします。 
 本案件は、〇番、〇〇〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ
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議 長 

 

参 与 

り、〇〇委員の退席を求めます。 
（〇〇委員 退席） 
 

事務局の説明を求めます。 
 
 

 

 １ページ、１番をご説明します。 

 農地の所在が、大仙市豊川〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積が〇〇〇〇〇平方メートル外、田１筆、

合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 新規の使用貸借権設定です。 

 貸付人は、秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社です。 

 借受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 ５月総会での農地売買支援事業６年分割払い型の利用による使用貸借になります。 

 設定期間は６年です。 

 この案件は、農地法第３条の各要件を満たしているものと思われます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

参 与 

 説明が終わりました 

 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり許可することに決定しました。 
 〇番、〇〇委員の入場を求めます。 
（〇〇委員 入場） 

 
 次に、議案第１号、案件２番から１３番を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 
 

 
 

 ６ページ、１１番の説明をいたします。 

 農地の所在が、大仙市太田町三本扇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メートル外、田１

筆、計２筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、７２歳です。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、５２歳です。 

 売買金額は、１反１０アール当たり〇〇〇円で、総額〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申出理由といたしまして、〇〇〇さんはこの農地を相続しましたが、南外地域から耕作に通うのは

不便で大変なことから、今まで耕作してくれていました〇〇さんに売買の相談をし、〇〇さんがこれ

に応じてくれたものです。売買金額が低くなっておりますが、申請農地は２組とも不整形なもので、

耕作しにくいことを考慮したものです。 

 

 議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました１件のほかに、有償所有権移転５件、賃貸
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借権設定の新規１件、使用貸借権設定の新規３件及び更新２件がございます。 
 
 ８ページから９ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には該当しない旨、記載したもので、結果、全て許可要件を満たしている

ものと考えます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり許可することに決定しました。 
 

 次に、議案第２号の「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年６月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 
 

 

 １０ページ、１番をご説明します。 

 位置図、配置図につきましては、資料の１ページ、２ページになります。 

 転用する農地は、長野〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートルです。 

 申請人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇です。 

 一般住宅の新築案件になります。 

 申請理由につきましては、申請人は現在、居住している住宅の老朽化のため、自身が保有する農地

に住宅の新築を計画したものです。なお、現在の住宅につきましては、新たな住宅を建築後、その倉

庫として利用する予定です。 

 立地基準につきましては、申請地はＪＲ田沢湖線、羽後長野駅及び大仙市役所中仙庁舎からおおむ

ね５００メートル以内に位置することから、農地法施行規則第４５条第２号に規定する第２種農地と

考えられます。第２種農地は、宅地などの土地や第３種農地がない場合には許可できることから、許

可基準を満たすものと判断いたしました。また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結

果、許可要件を満たすものと判断いたしました。 

 

議 長 

 

 

 

足達委員 

 事務局の説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 

 案件１番についてお願いします。 
 
 ２２番の足達です。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 一昨日、分室の藤川副主幹と髙橋推進委員と共に現地を確認してまいりました。位

置図はあまり詳しく載っていないですけれども、申請地を含め周辺はほとんど作物が

栽培されていない状態です。南側といいますか、道路に面している北側は申請者の土

地である私有地に隣接しているので、転用しても農地法上何ら問題ないことを確認し

てまいりました。 
 以上です。 
 

 ありがとうございます。 
 
 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 
 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり許可することに決定しました。 
 

 次に、議案第３号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年６月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 
 

 

 １１ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び配置図については、資料の３ページと４ページをご覧ください。 

 転用する農地は、大仙市協和峰吉川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が畑、面積は〇〇〇平方メートル

です。 

 仮設通用路設置のための一時転用です。 

 貸付人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇さん、借受人は、〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 転用理由といたしまして、借り受け会社は、湯沢河川国道事務所が発注した雄物川上流、小平沢樋

門新設地等工事のため、地内に搬入する工事車両の仮設通用路が必要なことから、申請地を借り受け

て、一時転用するものです。 

 設定期間は許可日から９か月間、賃貸料は１平米当たり〇〇円となっております。 

 許可基準における立地基準については、農業区域内の農地であるものの一時転用であること、事業

目的達成のため代替性がないこと、また当該事業により農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす

おそれがないと考えられることから、許可要件を満たしていると判断しました。また、一般基準につ

きましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断しました。 
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 続きまして、２番を説明いたします。 

 位置図及び配置図は、資料５ページ及び６ページとなっております。 

 転用する農地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は畑、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 売買による所有権移転するものです。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇さんです。 

 申請理由といたしまして、譲受人は建設業を営んでおり、事業の拡大に伴い建設機械を増やしたい

と考え、会社敷地に隣接した農地を買い受けて、重機置場を設置するものです。 

 売買価格につきましては、総額〇〇〇円、１平方メートル当たりに割り返しますと〇〇〇円です。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきましては、申請地は小集団の生産性の低い農地であり、

第１種農地、第３種農地のいずれにも該当しない農地であることから、第２種農地に区分されます。 

 農地法第５条第２項第２号によって、第２種農地は申請地に代わる周辺の土地で、事業の目的を達

成できる同規模の農地以外の土地や第３種農地がない場合に許可できることや、農地法施行規則第３

５条第４号の不許可の例外規定にある、施設の拡張に係る部分の面積が既存の敷地の面積の２分の１

を超えないものに該当することから、許可要件を満たしているものと判断しております。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

しております。 

 

議 長 

 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 事務局の説明が終わりました 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 
 案件２番についてお願いします。 
 

 １９番、鈴木です。 
 ６月１日に事務局と一緒に現地確認をしてまいりました。 
 転用理由にも書かれてありますとおり、雄物川築堤の樋門工事であります。申請地

は、林に囲まれた退避でありまして、堤防から近くなんですけれども、他の農地に支

障を与えるような場所でもありませんし、問題ないと確認してまいりました。どうか

よろしくお願いいたします。 
 
 ありがとうございます。 

 案件２番についてお願いします。 
 
 １８番、佐藤です。 
 当日はあいにくの天候でしたけれども、現地のほうへ行ってまいりました。 

 ただいまの説明のとおり髙強建設さんの地続きの場所、ちょうど利便性がいい場所

でした。それで、また周囲は畑ですけれども、隣接とかの境界ははっきりしていまし

たので、問題ないと確認してまいりました。よろしくお願いいたします。 
 

 ありがとうございます。 
 
 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 
 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案は原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第４号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 

 
 議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 
   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計 
  画の決定について意見を求める。 

   令和３年６月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 議案第４号、案件１０番を議題とします。 

 当案件は、〇〇番、〇〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り、〇〇委員の退席を求めます。 
（〇〇委員 退席） 
 

 事務局の説明を求めます。 
 
 

 

 １８ページの１０番についてご説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇平方メートル

外、田３筆、計４筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権の設定をする方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６９歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、３２歳です。 

 設定期間は３年で、賃借料は１０アール当たり〇〇〇〇〇円です。 

 理由といたしまして、〇〇さんが、高齢により農地を管理できずに困っていることを農業委員であ

る〇〇〇〇さんに相談したところ、〇〇委員の〇〇〇〇〇〇〇〇〇さんが水稲経営の規模拡大を考え

て農地を探していたことから、〇〇〇〇〇委員の紹介で申請地を借り受けることにしたものです。 

 １０アール当たり単価が〇〇〇〇〇円と低く設定されておりますが、申請地は荒れているため、再

生する費用と時間を考慮して、この金額となったものです。 

 なお、この案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと思われ

ます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇〇委員の入場を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

（〇〇委員 入場） 
 
 次に、議案第４号、案件４９番を議題とします。 

 本案件は〇〇番、〇〇〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り、〇〇〇委員の退席を求めます。 
（〇〇〇委員 退席） 
 

 事務局より説明を求めます。 
 
 

 

 ４１ページ、４９番を説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、大仙市北野目〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メー

トル外、田１０筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 農地中間管理機構を活用した一括方式による新規の賃貸借権設定です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、８４歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇

〇〇さんです。 

 １０アール当たりの賃借料は〇〇〇〇〇円、設定期間は１０年となっております。 

 申請理由といたしまして、〇〇さんは、高齢のため農業を続けるのが難しくなり、地域の農地を集

積している法人に相談したところ、法人が借受けに応じてくれたものです。 

 賃借料につきまして、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇は、畔を含む１，０２１平方メートル当たり〇〇〇〇

〇円をおおよその賃貸借料と決めており、１０アール当たり単価にいたしますと約〇〇〇〇〇円にな

ります。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇〇〇委員の入場を求めます。 

（〇〇〇委員 入場） 
 
 次に、議案第４号、案件５０番から５５番を議題とします。 
 本案は〇〇番、〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、〇

委員の退席を求めます。 
（〇委員 退席） 
 
 事務局より説明を求めます。 
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 ４２ページ、５０番から４５ページ、５５番を一括で説明させていただきます。 

 利用権を設定する農地は、大仙市太田町斉内〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方

メートル外、田３４筆、畑１筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 農地中間管理機構を活用した一括方式による新規の賃貸借権設定です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、ほか５名、利用権

の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇

〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 設定期間は１８年３か月、賃借料は、５０番が１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇円、５１番から５

５番が１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇円となっております。 

 申請理由といたしまして、申請農地は令和４年度採択予定の機構関連圃場整備事業計画地で、秋田

県農業公社との管理権を１５年以上設定することは採択の要件となっていることから、〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇に貸し付けるものです。 

 設定期間についてですが、このほかの圃場整備地区の農地は令和３年６月契約開始を予定しており、

利用権の設定を受ける〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が、地域の農地を多く集積する計画で、契約終

期の詰めによる事務煩雑を回避するために、終期を令和２１年９月９日に併せたことによるものです。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださりますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

参 与 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇委員の入場を求めます。 
（〇委員 入場） 

 
 次に、議案第４号、案件１番から９番、１１番から４８番及び５６番から１４１番

までを議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 

 
 

 

 １２ページ、３番をご覧ください。 

 所有権を移転したい農地は、大仙市土川〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平

方メートル外、田８筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇さん、７２歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６３歳です。 

 売買価格は１０アール当たり〇〇〇円、総額で〇〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申請理由といたしまして、〇〇〇さんは所有農地の全てを、中間管理機構を通じてほかの方に貸し

付けておりました。生活費捻出のため売買の相談をしましたが断られ、近隣を耕作している〇〇さん

へ売買の相談をしました。これを受け、〇〇〇さんの所有農地のうち圃場整備実施予定地区内にある

田のみを〇〇さんが買い受けるものです。 

 売買価格が安くなっておりますが、生活のため売買を急ぎたい〇〇〇さんからこの金額を申し出て、

〇〇さんが合意したものです。 
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 続きまして、１３ページ、４番を説明いたします。 

 所有権を移転したい農地は、大仙市大沢郷宿〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平方

メートル外、田８筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６７歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社です。 

 売買価格は１０アール当たり〇〇〇円、総額で〇〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 農地売買支援事業一時貸付型を利用するもので、４耕作後に、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が買い受ける予定です。 

 申請理由といたしまして、〇〇さんは親族より当該農地を含め住宅などを相続しましたが、秋田市

在住であることから、これらの処分を検討しております。地元の市議会議員や推進委員などを通じて

近隣農地を集積している〇〇〇〇〇〇〇へ売買の相談をしたところ、法人が応じてくれたものです。 

 売買価格が安くなっておりますが、当該農地は川のそばのため水害を受けやすく、また処分をした

い〇〇さんがこの金額を申し出て法人が合意したものです。 

 

 １４ページ、５番と１５ページ、６番は、令和３年５月１３日開催の第１２回大仙市農業委員会総

会で農用地の借入れ協議に係る要請について同意をいただいた案件ですので、一括で説明させていた

だきます。 

 ５番です。 

 所有権を移転する農地は、大仙市横堀〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メートル外、

田３筆、計４筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、７０歳、所有権の移転を受け

る方は、秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社です。 

 売買価格は１０アール当たり〇〇〇円、総額〇〇〇〇〇〇〇〇〇円となっております。 

 買受予定者の〇〇〇〇さんは、農業公社の農地売買支援事業を活用し、１０年分割払い型で農地を

取得するものです。 

 続きまして、６番です。 

 所有権を移転する農地は、大仙市横堀〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メートル外、田

９筆、計１０筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 売買価格は１０アール当たり〇〇〇円、総額〇〇〇〇〇〇〇〇〇円となっております。 

 買受予定者の〇〇〇〇さんは、農業公社の農地売買支援事業を活用し、即売型で農地を取得するも

のです。 

 理由といたしまして、〇〇〇〇さんは病気により耕作することができなく、また農業等の負債を清

算するために農地の売買を考え、農業関係者や地区担当の推進委員に相談をし、〇〇さんと○○さん

が売買に応じてくれたものです。 

 

 １６ページ、８番から１７ページ、９番及び３７ページ、４３番と４４番は関連がありますので、

一括で説明いたします。 

 初めに、１６ページ８番から１７ページ９番です。 

 売買による所有権移転です。 

 所有権を移転する農地は、大仙市太田町永代〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メートル

外、田７筆、計８筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６１歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、１６ページ、８番が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、

４６歳、１７ページ、９番が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、４５歳です。 

 売買金額はいずれも総額〇〇〇円、１０アール当たりで割り返しますと８番が〇〇〇〇〇〇〇〇円

で、９番が〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申請理由といたしまして、〇〇さんはこの農地を相続しましたが、会社員の傍ら、大曲地域から耕

作に通うことができずに、農地の荒廃が進んでおりました。近隣を耕作している〇〇さんも申請農地

の状態を気にしており、〇〇さんから〇〇さんへ話をしたところ、〇〇さんから買ってもらいたいと
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の意向を受けて売買するものです。 

 なお、１７ページ、９番は、〇〇〇さんの妻が買い受けるものですが、申請農地の状態も悪いため、

畑として利用し、出荷用野菜を作付けいたします。 

 

 続きまして、３７ページ、４３番と４４番の説明をいたします。 

 利用権を設定する農地は、大仙市太田町永代〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇〇平方メ

ートル外、田１筆、合計田２筆、合計面積が〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、売買案件と同じ〇〇〇さん、両案件とも利用権の設定を受ける方は、〇〇

〇さんです。 

 契約期間は１０年、１０アール当たりの賃借料は、４３番が〇〇〇〇〇〇〇で、４４番が使用貸借

です。 

 申請の理由といたしまして、申請農地は屋敷畑で生産性も低い農地であり、〇〇さん自身も耕作で

きないことから、賃料は要らないので管理してもらいたいと〇〇さんへお願いしたところ、話合いの

末、４３番を賃貸借、４４番は不整形農地であり、使用貸借となったものであります。 

 

 ３０ページ、３０番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、大仙市協和下淀川〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は畑、面積は〇〇〇〇〇〇〇

平方メートル、１筆です。 

 新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、９１歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇

〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 契約期間は１０年、賃貸料は１０アール当たり〇〇〇〇〇円です。 

 申出理由といたしまして、借受人の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の〇〇〇〇さんは、ウサギ、比内地鶏、綿

羊の畜産業を営んでおり、このたび綿羊の頭数を増やしたいと思い、大規模な採草地を所有する〇〇

〇〇さんに農地の賃貸借を申し出たところ、〇〇さんから承諾を得られたものです。 

 なお、１０アール当たり賃貸料が低い理由ですが、所有者の〇〇さんは高齢で、自分では申請地を

管理できないことと、申請地を採草放牧地として利用することを考慮し決定したものです。 

 

 ３０ページの３１番から３１ページの３２番について、設定を受ける方が同一の方ですので、一括

で説明させていただきます。 

 ２案件とも新規の利用権設定です。 

 ３１番です。 

 利用権を設定する農用地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平方メ

ートル、１筆です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇さん、６２歳です。 

 次に、３２番です。 

 利用権を設定する農用地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積は〇〇〇〇〇平方メ

ートル外、田７筆、計８筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、８９歳です。 

 これら２案件の利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、６４

歳です。 

 設定期間は１年です。 

 賃借料は１０アール当たり〇〇〇〇〇円です。 

 理由といたしまして、〇〇〇〇さんと〇〇〇〇さんは親子であり、息子の〇〇〇〇さんが農業経営

をしておりますが、体調不良から療養が必要になり、農地管理について〇〇〇〇〇さんに相談したと

ころ、療養を予定している１年間をめどに申請地を借り受けることにしたものです。 

 

 ４６ページ、５６番から１２２ページ、１４１番までをご説明します。 

 ４６ページ、５６番です。 
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 利用権を設定する農地は、大仙市和合〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇〇平方メートル

外、田２筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、ほか８５名です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、ほか１８名。 

 総計８６件、田７２７筆、畑１１筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田が使用貸借から〇〇〇〇〇〇〇円、畑も使用貸借から、

田と同額の〇〇〇〇〇〇〇円と幅があります。これは、圃場条件やこれまで賃貸借していた経緯など

の理由が考えられます。 

 設定期間は、７９番と１２１番から１２５番は５年、それ以外の案件は１０年となっております。 

 

 詳細につきまして、一部ご説明いたします。 

 ５２ページ、６７番から５３ページ、６９番までの１０アール当たり賃借料が〇〇〇〇〇円の理由

ですが、登記簿地目が原野となっているような土地で面積も小さいことから、賃借料を低く設定し、

この農地で大豆を栽培する予定です。 

 ５７ページ、７９番と９６ページ、１２１番から１２５番の貸借期間が５年の理由ですが、これま

で強化法と賃貸借契約で貸し借りしていた農地を農地中間管理機構に変更したもので、契約期間は従

来どおりの５年を希望したものです。 

 ９３ページ、１１７番と９４ページ、１１８番の１０アール当たり賃借料が低い理由は、基本の賃

借料は２件とも〇〇〇〇〇〇〇円ですが、出し手が払うべき土地改良区の償還金を受け手が支払うこ

とにしたため、〇〇〇〇〇〇〇円からそれぞれの償還金を差し引いた金額が賃借料となりました。 

 続きまして、１１９番、１０アール当たり賃借料が〇〇〇〇〇円の理由は、申請地は堤外地であり、

水が上がりやすい土地であるためです。 

 １１２ページ、１２９番、１０アール当たり賃借料が〇〇〇〇〇円の理由は、荒れていて小規模の

区画である農地を再生も含め耕作していくためです。 

 ご説明した以外の１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 議案第４号、案件１番から９番、１１番から４８番及び５６番から１４１番までにつきましては、

ただいま説明いたしました９７件のほかに、所有権移転３件、賃貸借権設定の新規５件、更新２８件

がございます。 

 今回の所有権移転における売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、田では１０アール当

たり〇〇〇〇〇〇〇〇円から〇〇〇〇〇〇〇〇円と幅がございます。これは、各地域の圃場の条件及

び契約者双方の意向並びに実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しております。 

 次に、賃貸借権設定の１０アール当たりの賃借料の内容でありますが、説明案件を除き、田の低い

ほうでは１０アール当たり〇〇〇〇〇円から〇〇円と幅があり、また畑では〇〇〇〇〇〇〇円となっ

ております。低いほうは、圃場の条件が悪いことなどが考えられますが、契約者双方の意向もあり、

妥当な契約金額と推察しております。 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えております。 

 よろしくご審議などでご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

参 与 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 
 

 次に、報告第１号の「競売による落札者への農地法第５条許可について」を議題と

します。 
 事務局より報告願います。 
 

 報告第１号 競売による落札者への農地法第５条許可について 
   令和３年４月９日第１１回総会において、買受適格者として承認された者が、 
  下記により落札し農地法第５条許可申請をし、許可書を交付したので報告する。 
   令和３年６月９日提出 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 

 

 １２３ページをご覧ください。 
 令和３年４月９日第１１回総会において買受適格者として承認された、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんが、大仙市花館中町〇〇〇〇、地

目が畑、面積〇〇〇平方メートル、１筆を令和３年５月 1０日に競売により落札いたしました。 

 落札価格は〇〇〇〇円です。 
 落札日に、落札者の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から農地法第５条許可書の交付申請を受け、同日付で許

可書を交付いたしました。その後、５月１８日に、裁判所から売却決定されておりますので報告いた

します。 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

参 与 

 以上、報告といたします。 
 
 次に、報告第２号の「農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告

について」、事務局より報告願います。 
 
 報告第２号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 
   下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これ 

  を報告する。 
   令和３年６月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 
 

 １２４ページから１２６ページをご覧ください。 
 記載の１７法人からの報告がありました。 

 順に読み上げるところですが、総会時間の短縮のため省略させていただきます。ご了承ください。 
 
 詳細につきましては、１２７ページから１８８ページをご覧ください。 
 結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 
議 長 

 

議 長 

 

 

 

 以上、報告といたします。 
 
 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 その他、事務局のほうから何かありませんか。 
 高橋君。 
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参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

足達委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、私のほうから１つご報告がございます。 
 令和２年度の決算額が決定しましたので、ご報告させていただきます。 
 本日お配りしました資料、令和２年度の農業委員会歳入歳出決算をご覧願います。 

 今年度決算額を順に読み上げていきます。 
 まず、歳入についてですが、農林水産業費県補助金が２，２０５万３，７７２円、

農林水産業費委託金が４１万２，０００円、農林水産業費委託事業収入が２１４万１，

８００円、歳入の合計が２，４６０万７，５７２円となっております。 

 続いて、歳出についてですが、農業委員会委員報酬が２，８８７万２５５円、農業

委員会事務費が２３５万９，０１５円、会長交際費が５万円、農業者年金事務費が２

３万９，７４６円、機構集積支援事業費が６万９，５８０円、農地情報管理システム

整備事業費が１５６万２，０００円、農地保有合理化促進事業費が１１万９２４円、

農地利用最適化交付金事業が９７４万８，１９２円、秋田県農業会議等負担金が１４

３万８，３２９円、歳出の合計が４，４４４万８，０４１円となっております。 
 以上、令和２年度の決算額をご報告いたしました。 
 私のほうからは以上です。 

 
 事務局長。 
 
 私のほうからは、次回の総会についてちょっとご連絡がございます。 

 次回、７月の総会は、農振除外案件を予定しております。それによりまして、当初

予定していた会場がちょっと使えなくなったために、会場を大曲交流センターに変更

しまして、開催日も７月７日を予定しておりましたが、１日ずらして７月８日の午後

に変更することにしておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
 
 場所は中央公民館のそばです。 
 

 よろしいでしょうか。大曲交流センターというのは、大曲市民会館の後ろのほうに

ある建物でございます。日にちが１日、７月８日の午後というような形になりますけ

れども、よろしくお願いいたします。 
 

 委員の皆さんから何かありませんか。 
 足達さん。 
 
 ２２番の足達です。 

 令和２年度の歳入歳出の決算報告がありました。私、前回も発言しましたけれども、

今期はこれを残しつつも事務的にはそんなに支障ないということでしょうかというこ

とと、それから前回、会長のあいさつの中で知事と面談したときに、法人数が減少し

ていると、それで頑張らなければという発言があったということですけれども、しか

らば、大仙市管内どうなのかなと、私の感覚としては圃場整備とかそういうのがあっ

て、法人は大仙市のほうは増えているんじゃないかなと思っております。そういう状

況がどうなのかということと、それと、農地適格法人、毎回挙がっていますけれども、

定期的といいますか、月に１回くらいは管内の農地適格法人の一覧表といいますか、

どこの地区に農地適格法人あるかという、一覧表は会議資料として、提出していただ

ければなと思います。 
 それと、私の感覚で申し訳ないんですけれども、転用案件について委員なり推進委

員が現地確認していることになっているようですので、いつも、今日もでしたけれど

も、会長のほうからは、事務局が説明したことについて、補足説明がありましたらと

いうようなことですけれども、毎回委員方がやっているので、補足説明をお願いしま

すと、説明してくださいという議事の進行のほうがいいんでないかなと思っています。 
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参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それと、委員の関連案件については、退場と入場を、これ規則で決まっていること

ですけれども、私、昔やったときに一度退席、２回目も退席して入場しましたけれど

も、その案件がどうなったのかなということは、最後になってみないと分からない。

否決ということはないでしょうけれども、退席した人が入場した後に、議長のほうか

ら、今回の案件は承認されましたよという旨のお知らせもあれば、早めに知らせてく

れないかなと思いました。 
 以上です。 

 
 事務局からですけれども、ただいま歳出につきまして、不用額が出るのはあまりよ

くないことではないでしょうかというような意見をいただきましたけれども、確かに

不用額が生じることにつきましては、決算上あまりよくないことであります。 

 今後も極力、不用額が生じないように事務処理上、努力していきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 
 令和２年度の歳出につきましては、機構集積支援事業費で予算が５２万５，０００

円ついていたんですけれども、令和２年度の支出につきましては、６万９，５８０円

と非常に少なくなっております。その理由というのは、皆さんご承知のとおり新型コ

ロナウイルスの関連ありまして、様々な研修、事業、そういったものが中止になった

り、延期になったり、規模が縮小されたり、そういったことが原因となりまして、支

出が低くなっております。そういったことを踏まえましても、不用額が生じることは

あまりよいことではありませんので、今後も事務局のほうで極力、不用額が生じない

ように努力していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 
 
 すみません。そうしたら、質問ありました法人数ですけれども、具体的な数の資料

を持ってきておりませんので、ちょっと何法人というのは言えませんけれども、委員

おっしゃったように、法人数については、圃場整備事業進んでおりますので、増えて

ございます。 
 以上です。 

（発言の声） 
 
 一覧表は、そうしたら、次回の総会時に配付することでよろしくお願いしたいと思

います。 

 
 私のほうから、先ほどのちょっと繰返しになりますけれども、交付金につきまして

は一応、皆さんの交付額が決定して、そして国にそれを申請してお金が入ってくると。

ですから、予算上は２千何百万円の予算に対して支出が９百何十万円で、１，８００

万円ぐらい予算上は残っている形にはなりますが、実質お金はありません。要は、決

算で九百何十万の実績が出たので、それだけ収入が入ってきて、それを皆さんに交付

するという形で、見かけの予算上は１，８００万の不用額がありますが、実はお金が

何もないということで、不用額が出ること自体があまりよろしいことではないので、

それはこの後、今年度の予算についてもちょっと減額したりして、是正するようにい

たします。 
 法人数ですが、私のちょっと手元の資料ではたしか８５件ぐらいだったと思ってお

ります。前年よりも増えているということは、たしか、ちょっと８４だったかなとい

うふうに思っております。 
 それから、転用の案件について、議事の進行につきましてはご指摘のとおり、今後

直させていただきます。 
 あと、入退場の後の結果につきましてもちょっと検討させていただいて、また後ほ

どご報告させていただきたいと思います。 
 以上でございます。よろしいでしょうか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 ほかにありませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、以上をもちまして第１３回大仙市農業委員総会を閉会いたしま

す。 
 本日はご苦労さんでした。 
 

                                              (午前１０時０９分 閉会) 

 


